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令和８年度国土交通省税制改正概要（主要項目）

豊かな暮らしの実現と個性をいかした地域づくりⅠ   

２．都市の競争力・魅力の向上、
活力ある地域づくり

１．住まいの質の向上、
無理のない負担での住宅の確保

① 住宅ローン減税等の住宅取得等促進策に係る
所要の措置（所得税等）

② 新築住宅に係る税額の減額措置の延長（固定資産税）

③ 認定長期優良住宅に係る特例措置の延長
（不動産取得税・固定資産税）

④ 居住用財産の買換え等に係る特例措置の延長
（所得税等）

⑤ 既存住宅のリフォームに係る特例措置の延長
（所得税・固定資産税）

⑥ 老朽化マンションの再生等の円滑化のための
事業施行に係る特例措置の拡充等
（所得税・法人税・登録免許税・不動産取得税等）

① 都市再生緊急整備地域等における認定民間都市
再生事業に係る課税の特例措置の拡充・延長
（所得税・法人税・登録免許税・不動産取得税・固定資産税等）

② 居心地が良く歩きたくなるまちなか創出のための
特例措置の拡充・延長（固定資産税等）

③ 観光施策を充実・強化するための国際観光旅客税
の拡充

① 国内線航空機に係る特例措置の延長（固定資産税）

② 鉄道事業再構築事業を実施するローカル鉄道の
資産取得に係る特例措置の延長（不動産取得税）

３．地域を支える交通ネットワークの維持
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１．不動産市場の活性化、土地の有効活用の促進

持続的な経済成長の実現Ⅱ

① 長期保有土地等に係る事業用資産の買換え等の場合
の課税の特例措置の延長（所得税・法人税）

② 土地の所有権移転登記等に係る特例措置の延長
（登録免許税）

③ 優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した
場合の長期譲渡所得の課税の特例の延長等
（所得税等）

④ 低未利用地の適切な利用・管理を促進するための
特例措置の延長（所得税等）

Ⅲ

１．安全で安心な都市・交通インフラの構築

安全で安心な社会の実現

① 先進安全技術を搭載したトラック・バス車両に係る
特例措置の延長（自動車重量税）

② 耐震改修が行われた要安全確認計画記載建築物等
に係る税額の減額措置の延長（固定資産税）

③ 浸水被害軽減地区の指定に係る課税標準の特例
措置の延長（固定資産税等）

④ バリアフリー改修が行われた劇場・音楽堂等に係る
税額の減額措置の拡充・延長（固定資産税等）

⑤ ノンステップバスやユニバーサルデザインタクシー等の
バリアフリー車両に係る特例措置の延長（自動車重量税）

① 電気バス等に係る特例措置の創設
（自動車重量税・自動車税）

② 環境負荷の低減に資する船舶等に係る特別償却制度
及び買換特例制度の延長（所得税・法人税）

２．グリーントランスフォーメーション（GX）の推進① 自動車関係諸税の課税のあり方の検討
（自動車重量税・自動車税等）

② 自動車重量税、自動車税等に係る租税特別措置
（エコカー減税・環境性能割・グリーン化特例）の延長等

③ 物流総合効率化法の認定計画に基づき取得した
事業用資産に係る特例措置の拡充・延長
【公共性の高い新たな物流拠点に対する税制】（固定資産税等）

２．産業の生産性向上のための基盤づくり
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住宅ローン減税等の住宅取得等促進策に係る所要の措置
（所得税等）

控除率 ： ０．７％

※ 借入限度額のカッコ内は、子育て世帯等（＝ 「19歳未満の子を有する世帯」又は「夫婦のいずれかが40歳未満の世帯」 ）に適用される借入限度額
※ 買取再販住宅は、新築住宅と同等の支援水準、リフォームの借入限度額・控除期間は、2,000万円、10年
※ 災害レッドゾーン ： 土砂災害特別警戒区域、地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域、浸水被害防止区域、災害危険区域（都市再生特別措置法に基づく勧告に従わ

ないものとして公表の対象となった区域に限る）
認定住宅等の投資型減税について、適用期限を３年間延長するとともに、災害レッドゾーンの住宅を対象外とする。

2030（R12）2029（R11）2028（R10）2027（R9）2026（R8）

新築長期優良住宅
・低炭素住宅

借
入
限
度
額
・
控
除
期
間

既存

新築
ZEH水準省エネ住宅

既存

新築
省エネ基準適合住宅

既存

新築
その他住宅

既存

2,000万円所得要件
40㎡以上 （ただし、所得1,000万円超の者及び子育て世帯等への上乗せ措置利用者は50㎡以上）床面積要件

（令和10年以降入居分から）土砂災害等の災害レッドゾーン※の新築住宅は適用対象外（建替え・既存住宅・リフォームは適用対象）立地要件

4,500万円（5,000万円）× 13年

3,500万円（4,500万円）× 13年

3,500万円（4,500万円）× 13年

3,500万円（4,500万円）× 13年

ー（支援対象外）
2,000万円 × 10年

2,000万円 (3,000万円)× 13年

2,000万円（3,000万円）× 13年

ー（支援対象外）
ただし、2027年末までに建築確認を受けたもの等は2,000万円×10年

2050年カーボンニュートラルの実現に貢献するとともに、世帯構成の変化等を踏まえ、幅広い住まいの選択肢を提供するため、
住宅ローン減税を５年間延長するとともに、質の高い既存住宅の借入限度額・控除期間の拡充や床面積要件の緩和等を行う。

-3-







新築住宅に係る税額の減額措置の延長
（固定資産税）

住宅取得者の初期負担の軽減を通じて、良質な住宅の建設を促進し、居住水準の向上及び良質な住宅ストックの形成を図る。

現行の特例措置

結 果

○現行の特例措置を５年間（令和８年４月１日～令和13年３月31日）延長する。
※特例の対象となる住宅の床面積要件の下限について、原則40㎡（現行50㎡）に緩和するとともに、

一定のハザードエリア内に所在する住宅を対象外とする。

○【固定資産税】
新築住宅について、税額を1/2に軽減する（戸建て：３年間、マンション：５年間）。

ストックの基礎的な質の向上の必要

現状（平成30年推計）
耐震性を有しない住宅ストックの比率：約13％

総戸数約5,360万戸のうち、耐震性あり 約4,660万戸
耐震性なし 約 700万戸

目標（令和12年）
おおむね解消

※住生活基本計画（令和３年３月19日閣議決定）

【住宅の耐震化率】

• 住宅の基礎的な「質」である耐震性は未
だ不十分。

• 耐震化を進める上での主要な手段であ
る新築・建替えを支援する必要。

• 住宅価格は年々上昇傾向。
• 住宅取得環境は引き続き厳しい状況にあり、住宅取得者の初期負担軽減が必要。

住宅取得に係る負担軽減の必要

（出典）住宅金融支援機構「フラット35利用者調査」

（年度）

３年間で約27万円の負担軽減効果

【本特例による負担軽減効果（例）】
2,500万円の住宅を新築した場合

３年目までの固定資産税額（国土交通省推計）

・本特例がない場合：18.2万円／年
・本特例がある場合：9.1万円／年

7.5 

7.0 

7.0 

6.4
6.6
6.8
7.0
7.2
7.4
7.6
7.8

' 1 5 ' 1 6 ' 1 7 ' 1 8 ' 1 9 ' 2 0 ' 2 1 ' 2 2 ' 2 3 ' 2 4
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施策の背景

要望の結果
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認定長期優良住宅に係る特例措置の延長
（不動産取得税・固定資産税）

省エネ性、耐震性、耐久性等に優れた認定住宅に係る初期負担の軽減を通じて、 適切な維持・保全が確保される良質な住宅ス
トックの普及を促進する。

認定の状況

省エネ性、耐震性、耐久性等に優れ、適切な維持保全が
確保される長期優良住宅の普及を促進

○人口・世帯減少社会の到来
○環境問題や資源・エネルギー問題の深刻化

令和６年度の認定戸数は145,073戸
認定長期優良住宅のストック数は約174万戸

目標

「認定長期優良住宅のストック数」
約250万戸（令和12年度）

※住生活基本計画（令和３年３月19日閣議決定）

数世代にわたり住宅の構造躯体が
使用できること

劣化対策

《長期優良住宅認定基準のイメージ（新築・戸建て）》

必要な断熱性能等の省エネ
ルギー性能が確保されてい
ること

省エネ性

免震建築物であること 又は 耐
震等級２であること 等

耐震性

定期的な点検・補修等に関す
る計画が策定されていること

計画的な維持管理

75㎡以上 かつ 一つの階
が40㎡以上（地域の実情
により増減可）

住戸面積

内装・設備の清掃・点検・補修・更新を容易
に行うために必要な措置が講じられている
こと

維持管理・更新の容易性
良好な景観の形成等に配慮
されたものであること

居住環境

良質な住宅が建築され、長期にわたり良好な状態で使用するため、
耐久性、耐震性、維持保全容易性、可変性等を備えた住宅を認定

長期優良住宅の普及の促進に関する法律

自然災害による被害の発生
の防止又は軽減に配慮され
たものであること

災害への配慮

現行の特例措置

結 果

○【不動産取得税】
課税標準からの控除額を一般住宅特例より増額
一般住宅：1,200万円 → 認定長期優良住宅：1,300万円

○【固定資産税】
新築住宅に係る税額の減額措置（1/2）について、適用期間を延長
＜戸建て＞
＜マンション＞

一般住宅：３年間 → 認定長期優良住宅：５年間
一般住宅：５年間 → 認定長期優良住宅：７年間

○現行の特例措置を５年間（令和８年４月１日～令和13年３月31日）延長する。
※特例の対象となる住宅の床面積要件の下限について、原則40㎡（現行50㎡）に緩和するとともに、

一定のハザードエリア内に所在する住宅を対象外とする。

脱炭素社会に向けた住宅循環システムの構築と良質な住宅ストック
を形成

施策の背景

要望の結果
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国民一人一人が、多様なライフスタイル、ライフステージに応じた住宅を、無理のない負担で円滑に取得できる住宅市場を実現す
る。

居住用財産の買換え等に係る特例措置の延長
（所得税・個人住民税）

現行の特例措置

結 果

○現行の特例措置を２年間（令和８年１月１日～令和９年12月31日）延長する。
※一定のハザードエリア内に所在する買換資産を対象外とする。

①住宅の住替え（買換え）にあたって、譲渡資産に係る譲渡益に対する課税について、買換資産を将来譲渡するときまで課税を
繰延べ

※譲渡資産の売却額が買換資産の取得額以上の場合は、その差額分について譲渡があったものとして課税

②住宅の住替え（買換え）にあたって譲渡損失が生じた場合であって、買換資産に係る住宅ローン残高があるときは、譲渡損失
額を所得金額の計算上控除（以降３年間繰越控除）

③住宅の譲渡にあたって譲渡損失が生じた場合であって、譲渡資産に係る住宅ローン残高が残るときは、住宅ローン残高から譲
渡資産の売却額を控除した額を限度に、所得金額の計算上控除 （以降３年間繰越控除）

譲
渡
益

譲
渡
損

居住のミスマッチ

（出典）：総務省「令和５年住宅・土地統計調査」

○世帯人数の多い世帯と高齢単身・夫婦世帯が住む住宅の広さにミスマッチが
みられる。

住宅売却損の発生状況

○居住用財産の譲渡において売却損が発生している
者のうち、500万円以上の譲渡損が発生している者
が約７割。

○また、譲渡益が発生する場合にも、多額の税負担
が発生している。

（出典）：（一社）不動産流通経営協会

10.7% 15.6% 21.4% 20.2% 32.2%

住宅売却損の発生状況

3,000万円以上損 2,000万円～3,000万円未満損 1,000万円～2,000万円未満損
500万円～1,000万円未満損 500万円未満損

67.8%

※売却時に築年数５年超の住宅

施策の背景

要望の結果
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現行の特例措置

結 果

既存住宅の性能向上リフォームの促進により、次世代に資産として承継できるような良質な住宅ストック形成、既存住宅流通・リ
フォーム市場の活性化を図る。

既存住宅のリフォームに係る特例措置の延長
（所得税・固定資産税）

○我が国の住宅ストックは戸数的には充足。既存住宅活用型市場への転換が重要

○耐震性を満たさない住宅や、省エネ性能・バリアフリー性能が不十分な住宅が多数存在

リフォームにより住宅ストックの性能を高めるとともに、リフォーム市場を活性化することが必要

【住生活基本計画（令和３年３月19日閣議決定）における目標】

令和12年までに既存住宅流通及びリフォームの市場規模を14兆円に拡大

○一定の性能向上工事を実施した場合について、以下の措置を講じる。
【所得税】

標準的な工事費用相当額をもとに算出された額の10％等を所得税額から控除。

最大控除額（対象工事）対象工事限度額対象工事

25万円250万円耐震

20万円200万円バリアフリー

25万円（35万円）250万円（350万円）省エネ

25万円250万円三世代同居

50万円（60万円）500万円（600万円）耐震＋省エネ＋耐久性長期優良
住宅化 25万円（35万円）250万円（350万円）耐震or省エネ＋耐久性

25万円250万円子育て

【固定資産税】
工事完了翌年度※１の税額を以下の割合に軽減。

税額対象工事

1/2耐震

2/3バリアフリー

2/3省エネ

1/3長期優良住宅化※２

○【所得税】 現行の特例措置を３年間（令和８年１月１日～令和10年12月31日）延長する。
○【固定資産税】 現行の特例措置を５年間（令和８年４月１日～令和13年３月31日）延長する。

※特例の対象となる住宅の床面積要件の下限について、40㎡（現行50㎡）に緩和

※カッコ内の金額は、太陽光発電設備を設置する場合
※対象工事の限度額超過分及びその他増改築等工事についても一定の範囲まで５％の税額控除

耐震リフォーム
（イメージ）

戸建住宅
（筋交いの設置等）

共同住宅
（外付けフレーム補強）

複層ガラス複層ガラス複層ガラス

高断熱窓に
取替え

省エネリフォーム
（イメージ）

※１ 特に重要な避難路として自治体が指定する道路の沿道にある
住宅については、
・ 耐震改修をした場合は２年間1/2に軽減
・ 耐震改修をして認定長期優良住宅に該当することとなった場合

は翌年度1/3、翌々年度1/2に軽減
※２ 耐震改修又は省エネ改修を行った住宅が認定長期優良住宅

に該当することとなった場合

施策の背景

要望の結果
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○老朽化マンションの急激な増加や、大規模災害の発生の懸念が高まること等を踏まえれば、
国民の生命保護の観点から、老朽化マンションの再生が喫緊の課題。

○今後、建替えなどの再生等に係る取組の強化やマンションの再建などの復興を促進する仕
組みの整備が必要となることが見込まれることから、改正マンション再生円滑化法※におい
て、区分所有関係の解消・再生のための新たな仕組みに対応した事業手続を創設。

○老朽化マンションの再生等においては、費用負担の問題が区分所有者間の合意形成の最
大の阻害要因であり、新たな事業手続を活用した再生等を円滑に進めるためには、これら
の事業実施において、区分所有者等の負担軽減を図る必要。

現行の特例措置

結 果

今後の老朽化マンションの急増に対応するため、改正マンション再生円滑化法に基づくマンション再生事業等の活用による安全・
安心で良好な居住環境を確保したマンション等への再生を促進し、住環境や都市環境の向上、国民の生命の保護を図る。

老朽化マンションの再生等の円滑化のための事業施行に係る特例措置の拡充等
（所得税・法人税・登録免許税・個人住民税・法人住民税・事業税・不動産取得税）

0

100

200

300

400

500

築40年以上のマンション数の推移

【国土交通省推計】

41万戸

137万戸

274万戸

464万戸

10年前
（2013年末）

現在
（2023年末）

10年後
（2033年末）

20年後
（2043年末）

（万戸）

※令和７年５月30日公布

○【所得税・法人税等】

○【登録免許税】

○【不動産取得税】

• 区分所有者等の土地等の売渡時における譲渡所得に係る1,500万円特別控除、軽減税率等
• 区分所有者等の土地等の取得時における従前資産の譲渡所得の課税繰延
• 移転等の支出に充てる借家人補償金の総収入金額への不算入措置

• 組合が特定要除却認定マンション等を取得する場合の非課税措置

• 権利変換手続開始の登記等の免税措置

※一部恒久措置

○【所得税・法人税・登録免許税・不動産取得税等】新たに創設された事業について、現行の特例措置を踏まえた措置を講じるとともに、
特例措置の対象を拡充した上で、適用期限を延長する（所得税・法人税等（軽減税率等）：３年間、登録免許税・不動産取得税：２年間）。
※特例の対象となる再生後マンションの床面積要件の下限について、40㎡（現行50㎡）に緩和。

施策の背景

要望の結果
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現行の特例措置

結 果

官民が協働して地域課題の解決にも資する都市再生を促進し、地域に人や投資を呼び込む域内の磁力と域外から稼ぐ力の強化、
それを支える都市の魅力の向上・国際競争力の強化を目指す。

都市再生緊急整備地域等における認定民間都市再生事業に係る課税の特例措置の
拡充・延長（所得税・法人税・登録免許税・不動産取得税・固定資産税・都市計画税）

○現行の特例措置を３年間（令和８年４月１日～令和11年３月31日）延長する。
○【登録免許税】適用要件を緩和し、認定後から竣工までの期間要件（３年（一定の場合は５年））を２年間延ばす。
○【固定資産税・都市計画税】対象施設に、都市再生整備等協定（仮称）※に基づき適切な管理が図られるイノベーション拠点、MICE施設等

の公益的施設を追加する。

○人口減少の本格化など社会経済情勢が変化し、また、アジアの
成長都市との都市間競争も激化する中、都市間や国内外におけ
る人・モノ・技術の交流や連携の促進などにより、我が国の持続
可能性を高めていくことが求められている。

○認定民間都市再生事業の施行に伴い取得する建築物等について、以下の特例措置を講じる。

【所得税・法人税】
５年間2.5割増償却（５割増償却）

【登録免許税】
建物の保存登記：0.4％→0.35％（0.2％）

【不動産取得税】
課税標準を都道府県の条例で定める割合（7/10～9/10（2/5～3/5））に軽減〔参酌基準4/5 （1/2）〕

【固定資産税・都市計画税】
課税標準を５年間、市町村の条例で定める割合（1/2～7/10（2/5～3/5））に軽減〔参酌基準3/5（1/2）〕

建築物

建築物

土地・建築物

公共施設等

※(      ) 内は特定都市再生緊急整備地域内の場合

○厳しい事業環境の下、我が国の活力の源泉である都市の魅力の
向上や国際競争力の強化により、国民生活の向上や我が国経済
の活性化を図り、持続可能性を高めていくことが重要。

○このため、官民が協働して、住宅、オフィス、イノベーション施設、
ゆとりあるオープンスペースなどの都市の諸機能を向上させ、地
域課題の解決にも資する都市再生を促進することが必要。

【特定都市再生緊急整備地域】
うめきた2期地区開発プロジェクト（大阪府大阪市）

【都市再生緊急整備地域】
長崎スタジアムシティプロジェクト（長崎県長崎市）

• 「みどり」と融合した生命力あふれる都市空間と、
ハイグレードホテル・国際会議場等の一体的な整備

• 多様なスタートアップ企業の交流・連携を支援
⇒ウェルビーイングの向上、イノベーションの創出に

よる国際競争力の強化
• 地方都市の魅力を世界に発信
⇒地方の活性化への寄与

• オフィス・商業・ホテル・アリーナ・スタジアム等
の複合開発により多くの人々を集積

⇒地域経済の活性化をけん引
• スポーツやコンサートなど様々なイベントを実施
⇒地域の賑わい創出

認定民間都市再生事業の効果

※検討中の改正法において創設予定

施策の背景

要望の結果
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現行の特例措置

結 果

○対象となる買換資産について一部見直しの上、特例措置を３年間（令和８年４月１日～令和11年３月31日）延長する。

長期保有土地等の譲渡益を活用した事業再編や新たな国内設備投資を喚起し、生産性向上や内需の拡大を通じた持続的な経済
成長の実現を図る。

長期保有土地等に係る事業用資産の買換え等の場合の課税の特例措置の延長
（所得税・法人税）

※ 資材置場等は除く。

課 税

譲渡資産 買換資産

譲渡益

譲渡価格

取得費

80%

20%

課税繰延

取得価格
圧縮

簿価

10年超の
土地、建物等

国内にある300㎡以上
の土地（※）・建物等

首都圏所在地

老朽化した社宅用途

四国地方所在地

最新設備を備えた工場用途

東京23区内等所在地

手狭な本社・オフィス用途

中国地方所在地

本社・オフィス用途

○土地等は経済活動の基盤であり、より有効に活用（投資）する担い手への移転を促進することが必要。

○課税の繰延べによる譲渡益も活用し、事業再編や新たな国内設備投資を喚起。

→生産性向上や内需の拡大を通じ、日本経済全体の持続的な経済成長に寄与。

○東京23区内から三大都市圏外に本社を移転する場合の繰延割合を高く設定するなど、企業の地方移転へのインセンティブを高め、地方創
生2.0の実現にも寄与。

買換（製造業） 買換（情報通信業）

活用イメージ

○ 【所得税・法人税】

長期保有（10年超）の土地等を譲渡し、
新たに事業用資産（買換資産）を取得した場合、
譲渡した事業用資産の譲渡益について、
原則 80％の課税繰延べ

＜資産の所在に応じて繰延割合を変更＞

繰延割合買換資産⇒譲渡資産

75%三大都市圏内⇒三大都市圏外①

70%東京23区内⇒三大都市圏外②

60%東京23区内⇒三大都市圏外③

90%三大都市圏外⇒東京23区内④

本社移転の場合

施策の背景

要望の結果
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現行の特例措置

結 果

土地の取得時の負担を軽減し、土地に対する需要を喚起することにより、土地の流動化を通じた有効利用等の促進を図り、「賃上
げと投資が牽引する成長型経済」への移行を確実なものとする。

土地の所有権移転登記等に係る特例措置の延長
（登録免許税）

○ 【登録免許税】土地の所有権移転登記等に係る税率を軽減する。

特例本則対象

1.5％2％所有権移転登記

0.3％0.4％信託登記

敷地取得割合
※2

流通数
※1

住宅の種類

70.3％49.8万戸新築注文住宅

94.5％37.5万戸分譲住宅

80.7％87.3万戸合計

住宅取得の際に敷地を取得する割合※賃貸住宅を除く不動産取引価格指数 ※平成28年1Q＝100

[平成] [令和]
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住宅総合

戸建住宅

商業総合

新築住宅取得者の８割以上が敷地も取得して
おり、土地に係る税額は、住宅取得にも影響

（出典）総務省「令和５年住宅・土地統計調査」
2021年～2023年9月（住宅の建築の時期）の数値（※１）
国土交通省「令和５年度住宅市場動向調査」（※２）

（出典）国土交通省「不動産価格指数」

○現行の特例措置を３年間（令和８年４月１日～令和11年３月31日）延長する。

○土地取引件数は、リーマンショック後に急落して以降、低い水準で横ばいが続いており、土地取引の活性化が必要

○不動産取引価格は近年上昇しており、定率税である登録免許税の負担も増大

○取引コストを抑え、土地取引を活性化し、土地の有効活用を促進することにより、「賃上げと投資が牽引する成長型経済」を実現

170
172170

164
160161

160 
158 

155 

144 

129 

118 115 
114 

120 

128 
126 

129 129 
132 

131 131 
128 

133
130129

132

100

110

120

130

140

150

160

170

180

10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 2 4 6

（出典）法務省「登記統計」

土地取引件数の推移

[年]

[万件]

[平成] [令和]

施策の背景

要望の結果
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現行の特例措置

結 果

○対象事業を一部見直しの上、特例措置を３年間（令和８年１月１日～令和10年12月31日）延長する。
※一部の事業について、一定のハザードエリア内に所在する土地等の譲渡を対象外とする。

○都市計画区域内における一定の一団の住宅又は中高層耐火共同住宅の建設の用に供するための土地等の譲渡について、
足下の住宅建築費高騰の影響を踏まえ、建築費単価の要件を引き上げる。

良好な住環境の整備に向けた事業への用地取得を円滑化し、住宅・市街地の防災性向上、暮らしやすい居住環境の確保や良質
な住宅ストックの形成の促進を図る。

優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例の延長等
（所得税・法人税・個人住民税・法人住民税）

○ 【所得税・個人住民税】
一定の事業のために土地等を譲渡した場合 、長期譲渡所得（2,000万円以下
の部分）に係る税率を右のとおり軽減

合計個人住民税所得税
20％５％15％本則
14％４％10％特例
▲６％▲１％▲５％軽減部分

＜事業イメージ＞
・ 密集市街地整備法による防災街区整備事業

○良好な環境を備えた住宅・宅地開発は、一般的に事業期間が長く、規模
も大きいため、事業のコスト・リスク等が高くなっており、市場原理に任
せただけでは十分に供給が進まない。

○一定の優良な事業を行う民間事業者等の用地取得を円滑化し、事業に
要する期間の短期化、事業のコストやリスクの軽減を図ることにより、良
好な環境を備えた住宅・宅地整備の促進を図る必要がある。

・市街化区域等内において優良な建築物を建築する事業

病院、教育施設等

※長期譲渡所得は、所有期間が５年を超える土地や建物を売却したときの譲渡益

※法人に対しては、土地重課（長期５％）を適用除外
（ただし、土地重課は令和10年度末まで課税停止）

施策の背景

要望の結果
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現行の特例措置

結 果

○現行の特例措置を３年間（令和８年１月１日～令和10年12月31日）延長する。

価格面の課題（低い売却価格、相対的に高い取引コスト）から市場取引が成立しにくい低未利用地について、新たな利用意向を示
す者への土地の譲渡を促進し、適切な利用・管理を確保するとともに、更なる所有者不明土地の発生を予防する。

低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置の延長
（所得税・個人住民税）

○ 【所得税・個人住民税】

個人が以下の譲渡を行った場合※、土地の長期譲渡所得から最大100万円を控除
• 市街化区域や用途地域設定区域内等にある800万円以下の低未利用地等

• 上記以外の都市計画区域内にある500万円以下の低未利用地等
※譲渡前に低未利用であること及び譲渡後に買主により利用されることについて市区町村が確認したものに限る。

課税
対象

譲渡所得
(譲渡益)

土地の譲渡価額

取得費

譲渡費用
(※２)

譲渡所得の20%が課税される

※１ 取得費が分からない場合は、譲渡価額の５％相当額を取得費として計算することができる。
※２ 宅建業者への仲介手数料、解体費、測量費等で譲渡のために直接要した費用。

土地の譲渡価額

取得費

譲渡費用

最大100万円
控除

(※1)

空き地・空き家として放置

低額な不動産取引の課題
売却時の負担を軽減することで売却インセンティブを付
与し、土地に新たな価値を見いだす者への譲渡を促進

特例措置の活用事例

(出典：奥州市提供) (出典：関市提供) (出典：栃木市提供)(出典：奥州市提供) (出典：関市提供) (出典：栃木市提供)

（万㏊）

（出典）法人土地・建物基本調査及び世帯土地統計（R5)

低未利用地の面積推移

譲渡後：店舗として活用譲渡前：空き店舗譲渡後：カフェとして活用譲渡前：空き地譲渡前：空き家 譲渡後：買主が住宅を建築

○売却収入が低い
○相対的に譲渡費用（測量費、解体費等）
の負担が重い

●新所有者による土地の適切な利用・管理
●土地の有効活用を通じた投資の促進、
地域活性化

●空き地・空き家の解消
●所有者不明土地の発生予防

※所有期間が５年を超えるものに限る。

【特例なし】 【特例あり】

特例措置
（R2～）

低未利用地の
譲渡の更なる
促進が重要

施策の背景

要望の結果
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現行の特例措置

結 果

○現行の特例措置を３年間（令和８年４月１日～令和11年３月31日）延長する。

耐震性が不足している建築物の耐震改修を促進し、地震発生時における人命・財産の被害の防止を図る。

耐震改修が行われた要安全確認計画記載建築物等に係る税額の減額措置の延長
（固定資産税）

○【固定資産税】 耐震診断義務付け対象建築物で耐震診断結果が報告されたもののうち、政府の補助を受けて耐震改修工事を完了した
ものについて、工事完了翌年度分から２年間、固定資産税額を1/2に軽減

○ 令和６年能登半島地震による建築物の被害状況を踏まえ、また、切迫する南海トラフ地震、
首都直下地震等の発生を見据え、地震による人命・財産の被害の防止のため、既存建築
物の耐震化は喫緊の課題。

○ 「国土強靱化基本計画」（令和５年７月28日閣議決定）等に基づき、耐震診断義務付け対
象建築物の耐震改修等を進めてきたところ、令和５年度末時点の耐震性不足解消率につ
いては、下記のとおり。

要緊急安全確認大規模建築物 約92.5％
要安全確認計画記載建築物 防災拠点建築物 約85.0％

避難路沿道建築物 約43.6％

○ 「国土強靱化実施中期計画」（令和７年６月６日閣議決定）等において、下記のとおり決定。
① 要緊急安全確認大規模建築物は令和12年までに、要安全確認計画記載建築物

は早期に、耐震性が不十分なものをおおむね解消する
② 要安全確認計画記載建築物のうち避難路沿道建築物については、令和12年に、

耐震化等が講じられたものの割合を60％まで引き上げる

○ 近年の資材価格の高騰等の影響を受け、未だ耐震改修が行われていない建築物が存在
しており、予算措置と相まって、耐震改修を引き続き促進することが必要。

施策の背景

要望の結果

＜耐震改修工事の例＞

枠付き鉄骨ブレース補強

-22-



現行の特例措置

結 果

○現行の特例措置を３年間（令和８年４月１日～令和11年３月31日）延長する。

浸水の拡大を抑制する効果のある輪中堤や自然堤防等の盛土構造物を浸水被害軽減地区として指定し、流域治水を推進するこ
とにより、浸水被害の軽減を図る。

浸水被害軽減地区の指定に係る課税標準の特例措置の延長
（固定資産税・都市計画税）

○【固定資産税・都市計画税】

浸水被害軽減地区の指定を受けた土地に係る固定資産税及び都市計画税について、指定後３年間、課税標準を市町村の条例で定める
割合（1/2～5/6の範囲内）に軽減する〔参酌基準：2/3〕。

○平成29年の水防法改正において、洪水浸水想定区域内で、浸水の拡大を抑
制する効用があると認められる輪中堤や自然堤防等の盛土構造物を、浸水
被害軽減地区として指定する制度を創設。

○令和３年には流域治水関連法が施行され、流域全体のあらゆる関係者が協
働して水災害対策に取り組む「流域治水」へ治水政策を転換。

○流域の遊水機能を保全し浸水被害を軽減する対策を強化する中で、浸水の
拡大を抑制する盛土構造物を保全することは、流域治水の実現に不可欠。

○地区の指定にあたっては、土地所有者の同意が必要であるため、土地所有
者へのインセンティブを高めるための税制上の特例措置が引き続き必要。

揖斐川

＜福束輪中堤：昭和５１年９月 台風１７号の際の様子＞

岐阜県安八郡輪之内町は、昭和51年9月の台風
17号による長良川決壊（いわゆる9.12水害）の際
に浸水を阻止した福束輪中堤を、平成30年3月
30日に浸水被害軽減地区に指定。

揖斐川
い び がわ

牧輪中堤
まき わ じゅうてい

福束輪中堤
ふく つか わ じゅうてい

安八町
あんぱちちょう

輪之内町
わ の うちちょう

破堤箇所
(33.8k)

は てい か しょ

×

長良川
なが ら がわ

施策の背景

要望の結果
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